


　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定を要
する事項）

部内会議や関
係課等との調
整結果（主な意
見・懸案事項）

□ □ □ ■ （

年代 場所 目的 手段全ての年代 その他 その他

参考情報

市内全域カテゴリー

部課名 都市建設部　道路課

付議事案

白井市道路占用料条例の見直しの考え方について

・市の道路占用料は平成18年に当時の道路法施行令単価に合わせ改定を行っ
て以降1度も改定していない。国は平成20年に3年毎に見直しを行うこととした。
市の道路占用料の改定時期は平成29年5月の戦略会議で「千葉県が改定した翌
年に実施する、ただし、近隣の状況を踏まえたうえで決定すること。」としている。
平成20年4月以降、国は4回の改定を行っており、県においても令和3年4月に4
回目の改定が行われる。

課題
・国土交通省からの通達を遵守出来ておらず、国や県の単価と乖離がある。
・占用事業者から、毎年見直しを求める要望書が届いている。

・国や県の単価と均衡が図れるように、3年ごとに行われる千葉県の占用
料の改定の翌年に市が定期的に改定出来るようにし、占用料の単価は平
成27年10月の政策会議で決定したとおり、千葉県単価に合わせる。

・平成29年5月の戦略会議で決定した、「ただし、近隣の状況を踏まえたう
えで、決定すること」にかかわらず、千葉県に準じ定期的に改定する。

議案提出 まで）

無

無

令和 3 2 10

付議書（行政経営戦略会議）

広報・ＨＰ等 有 条例可決後

有 Ｒ3 3回議会条例改正 報道発表

スケジュール

道路法

公共施設マネジメント課他　※施設使用料への影響

千円 （うち特定財源 千円）

無

公開 非公開 部分非 時限非

条例規則

議会説明

・占用料の改定を行った場合、占用料収入が30％程度下がることとなる。

・平成29年5月の戦略会議で決定した、ただし書きにおける「近隣の状況」につい
ては、範囲、改正実施市町の数及び額の決定方法等が不明確なために判断が
難しくなっている。
・占用料の見直しは適切に行う必要がある。

・令和3年9月　　白井市道路占用料条例の一部改正についての議案提出
・令和4年4月　　白井市道路占用料の改定

項目 有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

市民参加

付議書公表

関係法令等

事業費

関係課








